
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次の先生に いつでも 相談してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もしも，学校の先生に相談しにくい時は，次

の機関も相談を受け付けています。 

 

叩かれたり，けられたり，身体に不必要

に接触されて，いやな思いをしたことはあ

りませんか？ 

また，障害があることを理由に不当な扱

いを受けたり，生活する上で必要な配慮を

してもらえなかったりしたことはありませ

んか？ 

『体罰，セクシュアル・ハラスメント』 

『障害を理由とする差別』 

相談窓口 

相談員 村上聖一  教頭 ，藤原典子  教諭 

         小林由佳 養護教諭      

 電話 ０８４７（６７）２２００ 

三次市教育委員会    電話  ０８２４（６２）６１８７ 

広島県教育委員会事務局 電話① ０８２（５１３）４９１７ 

電話② ０８２（５１３）４９１８ 

電話③ ０８２（５１３）４９１９ 

県立教育センター    電話  ０８２（４２７）３０７６ 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=132bodntm/EXP=1430197580;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjVGtHS1FwUEdmVjU0MGR6aDQyWUhjOXRSWVM1UjlLTWNYR2VGZ0x2VDl6eTNXSFZxVTBSVU9tTThnbTdBBHADNDRLazQ0T3A0NEs1NDRPSUlPZUVvZWFXbVNEbGhZam5sSjgtBHBvcwMyBHNlYwNzaHcEc2xrA3Jp/**http:/blogimg.goo.ne.jp/user_image/37/db/0c885a0fc75bbbc907f1b6ba445b0304.png

